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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月21日(2015.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上の絶縁層と、
　前記基板上の第１のトランジスタと、
　前記絶縁層上の第２のトランジスタと、を有し、
　前記第１のトランジスタは、第１のゲート電極と、前記第１のゲート絶縁層と、前記第
１のゲート絶縁層を介して前記第１のゲート電極と重なる領域を有する第１の酸化物半導
体層と、前記第１の酸化物半導体層と電気的に接続された第１のソース電極と、前記第１
の酸化物半導体層と電気的に接続された第１のドレイン電極と、を有し、
　前記第２のトランジスタは、第２のゲート電極と、前記第２のゲート絶縁層と、前記第
２のゲート絶縁層を介して前記第２のゲート電極と重なる領域を有する第２の酸化物半導
体層と、前記第２の酸化物半導体層と電気的に接続された第２のソース電極と、前記第２
の酸化物半導体層と電気的に接続された第２のドレイン電極と、を有し、
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　前記絶縁層は、前記第１の酸化物半導体層と重なる領域を有さず、且つ前記第２の酸化
物半導体層と重なる領域を有し、
　前記第１の酸化物半導体層及び前記第２の酸化物半導体層の各々は、真性又は実質的に
真性な酸化物半導体を有し、
　前記第１の酸化物半導体層及び前記第２の酸化物半導体層の各々は、微結晶部を有し、
　前記微結晶部は、粒径が１ｎｍ以上２０ｎｍ以下の結晶粒を含むことを特徴とする半導
体装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のドレイン電極は、前記第２のソース電極と電気的に接続され、
　前記第２のゲート電極は、前記第２のソース電極と電気的に接続されていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第１のトランジスタは、第３のゲート絶縁層と、前記第３のゲート絶縁層を介して
前記第１の酸化物半導体層と重なる領域を有する第３のゲート電極と、を有することを特
徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
　前記第１のトランジスタのチャネル長は、前記第２のトランジスタのチャネル長よりも
大きいことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一において、
　前記第１の酸化物半導体層の厚さは、前記第２の酸化物半導体層の厚さよりも小さいこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一において、
　前記第１の酸化物半導体層及び前記第２の酸化物半導体層の各々は、Ｉｎ、Ｇａ、及び
Ｚｎを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一において、
　前記第１の酸化物半導体層及び前記第２の酸化物半導体層の各々の結晶化率は、８０％
以上であることを特徴とする半導体装置。
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